
第３章 展開する施策 

Ⅰ 施策体系 

これまでの成果や自転車を取り巻く状況の変化、国の第２次自転車活用推進計画等を踏まえ、福

岡県自転車活用推進計画において長期的視点で実現すべき目標として定めた「自転車を快適に利用

できるまちづくり」、「自転車を活用したスポーツ活動と健康づくりの推進」、「自転車を活用した観

光振興と地域の活性化」、「自転車・歩行者・自動車が安全に通行する社会づくりの推進」を基本と

し、それぞれの目標を実現するため、具体的な取組を展開する考え方を「施策の方向性」として整

理します。 

目標１ 自転車を快適に利用できるまちづくり

〔施策の方向性〕

１

２

３

自転車通行空間の整備促進

自転車通行空間の確保と違法駐車の取締り強化

放置自転車対策の推進

シェアサイクル等の普及促進４

目標２ 自転車を活用したスポーツ活動と健康づくりの推進

〔施策の方向性〕

５ サイクルスポーツの普及促進

６ 自転車による運動機会の提供

目標３ 自転車を活用した観光振興と地域の活性化

〔施策の方向性〕

７ サイクルツーリズムの促進

８ 自転車の活用による地域の魅力発信

目標４ 自転車・歩行者・自動車が安全に通行する社会づくりの推進

〔施策の方向性〕

９ 安全教育と啓発の推進

１０ 安全安心への備えと交通指導取締り

１１ 災害時の自転車活用
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Ⅱ 施策の方向性と具体的な取組 

長期的視点で実現すべき目標と具体的な取組を展開する考え方を整理した施策の方向性に基づ

き、具体的な取組を総合的、計画的に展開していきます。 

【目標１】 自転車を快適に利用できるまちづくり 

自転車は、子どもから高齢者まで幅広い世代で利用されている身近な乗り物であり、自転車が安

全で快適に通行できる道路環境の整備が必要です。 

このため、歩行者、自転車、自動車の通行空間が適切に分離された安全で快適な道路整備を進め

ていくとともに、違法駐車、放置自転車対策等の取組を総合的に進めていきます。 

また、買い物、観光、ビジネス等に、いつでも自転車を利用できるシェアサイクル等の普及を進

めていきます。 

施策の方向性と具体的な取組 

１ 自転車通行空間の整備促進 

自転車は、身近な乗り物として子どもから高齢者まで幅広い世代で多くの県民に利用されていま

す。自転車の安全で快適な通行と交通混雑の緩和を実現するため、交通状況や利用者の多様性、将

来に渡る自転車通行空間の使われ方を踏まえて、歩行者、自転車、自動車が適切に分離された道路

環境の整備を進めていきます。 

（１）自転車の利用のための総合的な計画の策定促進

① 県は、市町村が、自転車の利用促進を図る路線、自転車と歩行者が錯綜する路線、自転

車事故が多い路線等を選定し、交通状況を踏まえた自転車通行空間の整備方法を定める「自

転車ネットワーク計画」の策定に取り組むことができるよう研修会の開催や技術的支援を

行います。 

② 県は、市町村が、「自転車ネットワーク計画」を策定することに加え、環境負荷の低減、

健康増進や地域活性化といった自転車の活用を更に推進するため、サイクルスポーツやサ

イクルツーリズムの促進等を定めた「自転車活用推進計画」の策定に取り組むことができ

るよう支援します。 

（２）自転車通行空間の整備促進

① 自転車は道路交通法に定める「車両」であることから、自動車と同様に車道通行が原則
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■図表 56 自転車通行空間の整備形態

資料：福岡県 

となっていますが、道路幅による制約や通行速度の違いから交通事故が発生するおそれが

あります。このような交通事故の発生を防ぐため、県及び市町村等は、自転車の通行空間

の整備にあたっては、交通状況や利用者の多様性、将来に渡る自転車通行空間の使われ方

を踏まえ、自転車道や自転車専用通行帯等による自動車との通行空間の分離を進めていき

ます。 

② 県及び市町村等は、自転車通行空間を明確にするため、縁石線等の分離工作物、幅員の

確保、カラー舗装や矢羽根等による路面表示等を用いて、良好な自転車通行空間を整備し

ます。 

③ 県及び市町村等は、自動車の交通量が多く、自転車の車道通行が危険な場合等は、交通

環境に応じて、自転車の歩道通行が認められていますが、自転車と歩行者が歩道上で混在

することにより事故が発生することがないよう、既存の広幅員歩道を自転車道と歩道に再

配分する等、自転車と歩行者の分離を進めていきます。 

④ 県及び市町村等は、風光明媚な自然環境に触れることのできる河川敷や海岸線を利用し

た広域的な自転車通行空間を整備するとともに、利用者の利便性を高めるため、案内看板

や距離標等の設置に取り組みます。 

⑤ 県及び市町村等は、福岡県広域サイクリングルートの安全で快適な走行環境を確保する

ため、矢羽根型路面表示による安全対策、案内看板や路面表示による案内表示の整備を実

施します。 

 

(自転車道) (自転車専用通行帯) (矢羽根による路面表示) 

福津市内 北九州市内 福岡市内 
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資料：福岡県 

２ 自転車通行空間の確保と違法駐車の取締り強化 

誰もが無理なく安全に自転車を利用できる環境を創出するため、路外駐車場や荷捌き用駐車場の

整備、無電柱化の推進等、自転車通行空間の確保を進めます。また、違法駐車の取締り等、自転車

通行の障害を取り除く取組を進めていきます。 

（１）自転車通行空間の確保

① 県及び市町村等は、安全で快適な自転車通行の妨げとなる違法駐車をなくしていくため、

周辺の交通状況や道路状況、物流事業者への聞き取り等を踏まえて、路外駐車場や荷捌き

用駐車場の整備を進めていきます。 

② 県は、自転車専用通行帯等により自転車の通行空間が整備されている交差点においては、

より快適な走行を確保するため、交通状況等を踏まえ必要に応じて自転車横断帯の撤去を

推進します。 

③ 県は、自転車の安全で快適な通行空間を確保するため、電線管理者等と協議しながら、

無電柱化を推進します。 

④ 県は、賑わいのある道路空間を構築するため、歩行者利便増進道路（ほこみち）の指定

を検討するとともに、指定に併せた自転車通行空間の整備を進めます。 

■図表 57 安全対策や案内表示の整備例

※ 現地状況によっては、変更する場合あり

路面標示（誘導サイン）
40m 案内看板

案内看板 

矢羽根型路面表示 路面表示（誘導サイン） 
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資料：福岡県警察本部 

⑤ 県及び市町村等は、バス停留所の設置にあたっては、自転車とバス乗降客との交錯や自

転車が停車中のバスを追い越すことによる事故を防止するため、道路環境に応じて、バス

乗降場の設置を進めます。 

（２）違法駐車の取締り強化

① 県は、自転車道や自転車専用通行帯が設置されている道路については、駐車実態に応じ

て、駐車監視員の活動重点路線に指定するとともに、自転車の通行が多い路線や自転車事

故が多いところについても、重点的に違法駐車の取締りを行います。 

３ 放置自転車対策の推進 

放置自転車は、歩行者はもとより、交通渋滞や事故の原因、障がいのある人や緊急車両の通行の

妨げとなります。このため、放置自転車をなくすための広報啓発や駐輪場の整備を促進します。 

（１）放置自転車をなくす広報啓発

① 県及び市町村は、通学に自転車を利用する機会が多い高校生、大学生に対して、駐輪場

を利用するよう教育啓発を行います。 

② 県は、自転車通勤者に対して、交通安全県民運動や各種講習会において、駐輪場を利用

するよう広報啓発を行います。 

③ 県は、在留外国人や国外からの観光客に対して、ホームページ等で自転車を放置しない

よう広報啓発を行うとともに、日本の自転車交通ルールを周知します。 

■図表 58 駐車監視員による違法駐車の取締り
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資料：福岡県 

資料：福岡県警察本部 

 

（２）駐輪場の整備促進

① 県は、市町村が、自転車利用者の利便性向上、放置自転車による通行妨害の解消等のた

め、駐輪場の整備に取り組むことができるよう支援します。 

② 県及び市町村は、鉄道事業者に対して、地方公共団体が鉄道駅周辺に駐輪場を設置する

場合には、鉄道用地の譲渡、貸付け等、必要な協力を求めていきます。 

４ シェアサイクル等の普及促進 

買い物、観光、ビジネス等の移動手段として利用できるシェアサイクルやレンタサイクルの更な

る普及を図っていくため、駐輪場やシェアサイクルポートの確保、利用促進のための情報発信を行

います。シェアサイクルの普及は、複数の移動サービスを最適に組み合わせて一括して提供する

MaaS（Mobility as a Service）の推進にもつながるものです。また、地球温暖化対策の観点から、

自転車の利用促進の広報・啓発に取り組みます。 

■図表 59 高校生、大学生への教育啓発

■図表 60 啓発リーフレット
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資料：福岡県 資料：北九州市 

① 県は、シェアサイクルの普及に取り組む市町村とシェアサイクル事業者等との連携を促

進します。 

② 県及び市町村は、駐輪場やシェアサイクルポートの公共施設等における整備や、民有地

への設置を促進するとともに、シェアサイクル等に関する情報を広く発信します。 

③ 県は、自動車の利用から自転車の利用への転換が地球温暖化対策に有効であることから、

地球温暖化防止活動推進センターによる情報誌やホームページ等を活用し、自転車の利用

促進のための広報・啓発に取り組みます。 

■図表 61 県内でのシェアサイクル導入例
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■図表 62 自転車イベント（あさくらサイクルフェスティバル）

資料：福岡県 

【目標２】 自転車を活用したスポーツ活動と健康づくりの推進 

幅広い世代が気軽に利用できる自転車を活用して、スポーツ活動と健康づくりを推進するため、

サイクルスポーツの普及や、子ども、高齢者、障がいのある人等、誰もが自転車を楽しむことがで

きる機会の提供を進めていきます。 

施策の方向性と具体的な取組 

５ サイクルスポーツの普及促進 

県民の体力向上や生きがいづくりに自転車を活用するため、自転車の魅力やサイクルスポーツを

体験する機会を提供していきます。 

① 県は、世界のトップレベルの選手が出場する国際サイクルロードレース「ツール・ド・

九州」を通じて、サイクルスポーツの魅力を発信するとともに、地域の活性化を図ります。 

② 県及び市町村等は、幅広い層が参加できるよう、サイクリングやロードレース、自転車

の祭典等、様々な自転車イベントの開催を促進し、地域の魅力発信やサイクルスポーツの

普及、自転車の利用促進等に取り組みます。 

③ 県は、近年、オリンピック競技大会の正式競技になった BMX 等、今後、競技人口の拡大

が予想される自転車競技の魅力を紹介し、サイクルスポーツの振興を図ります。 

④ 県及び市町村等は、２人以上で乗ることができるタンデム自転車、マウンテンバイク※、

手でこぐハンドサイクル等、様々な自転車の展示や試乗等を通じて、子ども、高齢者、障

がいのある人等、誰もが自転車の魅力に触れる機会を提供します。 

※ マウンテンバイク：山道や荒れた路面、砂利道等の未舗装路等の走行を得意とする自転車
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■図表 64 タンデム自転車

資料：福岡県 

■図表 63 BMX 競技

資料：八女市 

６ 自転車による運動機会の提供 

日常生活における運動機会の提供や、自転車に関するイベントへの参加促進等、自転車を活用し

た健康づくりを推進します。 

① 県及び市町村は、健康的で環境にやさしい自転車通勤の推進に取り組み、日常生活にお

ける運動機会を提供します。 

② 県は、自転車を活用した健康づくりを推進するため、自転車による運動の記録や自転車

イベントへの参加を「ふくおか健康ポイントアプリ」のポイント付与の対象にします。

③ 県及び市町村等は、幅広い層が参加できるよう、サイクリングやロードレース、自転車

の祭典等、様々な自転車イベントの開催を促進し、地域の魅力発信やサイクルスポーツの

普及、自転車の利用促進等に取り組みます。（再掲） 

④ 県及び市町村等は、２人以上で乗ることができるタンデム自転車、マウンテンバイク、

手でこぐハンドサイクル等、様々な自転車の展示や試乗等を通じて、子ども、高齢者、障

がいのある人等、誰もが自転車の魅力に触れる機会を提供します。（再掲） 

⑤ 県は、ふくおか健康づくり県民運動情報発信サイトにおいて自転車イベント情報等を発

信し、自転車による運動のきっかけを提供します。 

※BMX：起伏のあるコースで速さを競うレースや

技の難易度を競う自転車競技 
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■図表 65 自転車通勤の様子

資料：福岡県 

■図表 66 ふくおか健康づくり県民運動情報発信サイト

資料：福岡県 

 

自転車通勤 PR 動画（自転車通勤いかがですか？ 『楽しい自転車通勤ライフ～あるサラリーマンの自転車通勤への挑戦～』） 
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【目標３】 自転車を活用した観光振興と地域の活性化 

                     

 

国内外からの旅行者に対する新たな体験型観光として、サイクリングと観光を組み合わせた「サ

イクルツーリズム」を推進するため、サイクリング環境を充実させるとともに、地域の魅力を国内

外に広く発信し、自転車を活用した観光振興と地域の活性化を図ります。 

 

施策の方向性と具体的な取組 

７ サイクルツーリズムの促進 

福岡県広域サイクリングルート等の受入環境の整備や、その周辺の観光資源情報の発信等を行う

とともに、九州・山口が一体となったサイクルツーリズムを推進し、国内外のサイクリストや観光

客の誘客を図ります。 

 

① 県は、道の駅、コンビニエンスストア、飲食店、自転車販売店等の協力のもと、気軽に休

憩や自転車のメンテナンスを行うことができる「福岡サイクルステーション」の県内各地

への整備を促進します。 

 

② 県は、客室内等に自転車保管場所を備え、サイクリストが快適に宿泊できる「サイクリ

ストに優しい宿」の県内各地への整備を促進します。 

 

③ 県は、道の駅、鉄道駅、空港等に、サイクリストに必要なレンタサイクルや着替え場所

等を備えたサイクリング拠点（ゲートウェイ）の整備を促進します。 

 

④ 県及び市町村等は、福岡県広域サイクリングルートの安全で快適な走行環境を確保する

ため、矢羽根型路面表示による安全対策、案内看板や路面表示による案内表示の整備を実

施します。（再掲） 

 

⑤ 県及び市町村等は、風光明媚な自然環境に触れることのできる河川敷や海岸線を利用し

た広域的な自転車通行空間を整備するとともに、利用者の利便性を高めるため、案内看板

や距離標等の設置に取り組みます。（再掲） 

 

⑥ 国、県、市町村、観光協会、民間事業者等で組織される「福岡県サイクルツーリズム推進

協議会」において、サイクルツーリズムに関して各地域が抱える課題を抽出し、課題解決

に向けた協議を行います。 
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■図表 67 福岡県広域サイクリングルート

ルート長

① 福岡・糸島ルート 約 83km ⑥ 豊前・東峰ルート  約 61km 

⑦ あさくら・大刀洗周遊ルート 約 85km

 約 72km 

 約 55km 

⑤ 筑豊周遊ルート 約 110km  約 86km 

資料：福岡県 

※2021 年 12 月末時点

② 直方・宗像・志賀島ルート 約 87km

③ 北九州（門司）・芦屋ルート 約 44km

④ 北九州（門司）・京築ルート 約 92km

⑧ 久留米・うきは周遊ルート

⑨ 筑後周遊ルート

⑩ 那珂川・大牟田ルート

⑦ 県は、福岡県観光連盟と連携し、福岡県広域サイクリングルートや周辺の観光資源につ

いて効果的な情報発信等を行うとともに、民間企業等による旅行商品の造成を促進します。 

⑧ 県は、九州・山口各県及び経済界と連携し、九州・山口広域推奨ルートの一つである「九

州・沖縄・山口一周ルート」のナショナルサイクルルート※の指定に向けた取組を推進しま

す。 

⑨ 県は、九州・山口各県及び経済界と連携し、九州・山口へのサイクルツーリズムによる

誘客促進を目的とした周遊型旅行商品「ディスカバー九州」の取組を推進します。 

※ ナショナルサイクルルート：日本を代表し、世界に誇りうるサイクリングルートについて国内外へ PR を図るため、令和元

年に創設された国による指定制度。令和３年度までに全６ルートが指定されている。 
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■図表 70 「福岡サイクルステーション」

資料：福岡県 

■図表 69 「サイクリストに優しい宿」

■図表 68 福岡県サイクルツーリズム推進協議会

資料：福岡県 

 

【福岡県サイクルツーリズム推進協議会】 

■目的
広域サイクリングルートを設定し、県内市町村及び関係団体等が連携・
協力し、安全・快適なサイクリング環境を整備するとともに、国内外に
サイクリングを活用した地域の魅力を発信することにより、サイクルツ
ーリズムを推進し、交流人口の拡大を図ることを目的とする。

■設立
2018（平成 30）年５月

■協議会構成機関
県、県警本部、県内市町村、観光連盟、観光協会等、国道事務所（福岡・北九州）、
専門家（アドバイザー、サイクリスト）

■取組の概要
○福岡県サイクルツーリズム推進協議会の開催

・サイクルツーリズムに関して各地域が抱える課題を抽出し、課題解決に向けた協議を実施。

○福岡県広域サイクリングルートの設定
・市町村、観光協会等が作成した原案を元に、県、市町村、サイクリスト等がモニターライドを実施し、

10 ルートを設定。

○情報発信
・専用ウェブサイト「CYCLE＆TRAIL FUKUOKA」、SNS（Instagram、Facebook）による情報発信を行うため

の情報収集

・SNS の活用等による情報発信の充実、強化
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資料：福岡県 

■図表 72 九州・山口サイクルマップ

総延長（福岡県区間） 

２８２km 

九州・沖縄・山口一周ルート（福岡県区間）  

■図表 71 九州・沖縄・山口一周ルート

資料：福岡県 

    

８ 自転車の活用による地域の魅力発信 

自転車で地域を巡り、自然景観、歴史・文化、農林水産物、特産品、食事処といった地域の魅力

を楽しむ体験型観光を促進する等、自転車を活用した地域の魅力の発信やサイクリストと住民の交

流を促進します。 

① 県及び市町村等は、福岡県広域サイクリングルートやその周辺の見どころ、立ち寄りど

ころ等を紹介した周遊マップを作成し、本県のサイクルツーリズムの魅力を国内外に広く

発信します。 
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■図表 73 自転車で巡る地域の魅力

遠賀宗像サイクリングロード（岡垣町） 

今川サイクリングロード（行橋市） 

東峰村の里山（東峰村） 

志賀島へ至る道（福岡市） 

資料：福岡県 

② 県及び市町村等は、幅広い層が参加できるよう、サイクリングやロードレース、自転車

の祭典等、様々な自転車イベントの開催を促進し、地域の魅力発信やサイクルスポーツの

普及、自転車の利用促進等に取り組みます。（再掲） 

③ 県は、世界のトップレベルの選手が出場する国際サイクルロードレース「ツール・ド・

九州」を通じて、サイクルスポーツの魅力を発信するとともに、地域の活性化を図ります。

（再掲） 

④ 県は、道の駅、コンビニエンスストア、飲食店、自転車販売店等の協力のもと、気軽に休

憩や自転車のメンテナンスを行うことができる「福岡サイクルステーション」の県内各地

への整備を促進します。（再掲） 

⑤ 県は、福岡県観光連盟と連携し、福岡県広域サイクリングルートや周辺の観光資源につ

いて効果的な情報発信等を行うとともに、民間企業等による旅行商品の造成を促進します。

（再掲） 
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【目標４】 自転車・歩行者・自動車が安全に通行する社会づくりの推進 

本県は、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」を制定し、自転

車の安全で適正な利用を総合的かつ計画的に促進しています。 

自転車は、子どもから高齢者まで幅広い世代が利用し、外国人の利用も多く、更には通勤、配達

といった様々な用途で利用されていることから、年齢別、対象別に安全教育・啓発を行う等、自転

車事故をなくすため、自転車の安全教育・啓発を更に充実していきます。 

また、自転車保険への加入の徹底等、安心して自転車を利用できる環境づくりを進めるとともに、

自転車の安全運転に関する交通指導取締りを実施します。 

施策の方向性と具体的な取組 

９ 安全教育と啓発の推進 

子どもから高齢者まで世代に応じた自転車の安全教育を実施するとともに、外国人や自転車配達

員を含めて、広く県民に自転車の交通ルールの啓発を行います。また、安全教育や啓発を担う指導

者を育成します。 

（１）安全教育

① 県は、幼児や児童を持つ保護者、小学生、中学生、高齢者等、自転車を利用する幅広い世

代に対して、自転車の正しい乗り方や自転車の点検整備等、自転車の安全教育に取り組み

ます。 

② 県は、通学に自転車を利用する生徒が多い中学校、高等学校において、実技講習や安全

講習等、自転車の安全利用に対する意識を高める取組を推進します。 

③ 県は、実技指導や自転車シミュレーターを活用した参加・体験・実践型の自転車教室を

開催する等、効果的な自転車安全教育を推進します。 

④ 県は、学校の教職員、市町村担当者、交通指導員等に対して、安全教育の実施方法に関

する講習会を行い、指導者の育成を進めます。 

⑤ 県は、自動車の運転者に対して、企業、各種団体等に対する交通安全教育の場等、あら

ゆる機会を通じて、自転車の安全確保に関する交通安全教育を推進します。 
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資料：福岡県警察本部 資料：福岡県警察本部 

⑥ 県は、自転車配達員等の自転車利用者に対して、講習会等のあらゆる機会を通じて、自

転車の交通ルールやマナーに関する交通安全教育を推進します。 

 

（２）啓発

① 県は、幼児や児童を持つ保護者、小学生、中学生、高齢者等、自転車を利用する幅広い世

代に対して、自転車の正しい乗り方やヘルメット着用等の自転車の安全利用について、ホ

ームページやパンフレット、ポスター等で広く周知します。 

② 県は、在留外国人や国外からの観光客に対して、ホームページやパンフレット等で、多

言語による自転車安全利用に関する周知を行います。 

③ 県は、運転免許証を自主返納した高齢者に対して、自転車の安全利用や自転車条例の内

容に関する啓発を行います。 

④ 県は、自転車を利用する幅広い世代に対して、傘やスマートフォン、携帯電話を使用し

ながら自転車を利用する「ながら運転」が道路交通法において交通違反とされており、危

険であることから、行わないよう周知します。 

⑤ 県は、自転車配達員等の自転車利用者や自転車を利用させる事業者に対して、自転車安

全利用に関する啓発を行います。 

⑥ 県は、自転車販売店に対して、車道通行の原則、車道の左側通行、ヘルメット着用等の

自転車の交通ルールを、自転車の販売、修理等の機会を通じて、周知していただくよう協

力を求めていきます。 

■図表 74 小学生への安全教育 ■図表 75 自転車配達員への交通安全教育
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資料：福岡県 

資料：福岡県警察本部 

資料：福岡県警察本部 

１０ 安全安心への備えと交通指導取締り 

自転車事故を未然に防ぐため、日常の点検整備の重要性について啓発するとともに、万一、事故

を起こした場合に備えた自転車保険への加入を徹底します。また、自転車の安全運転に関する交通

指導取締りを実施します。 

（１）安全安心への備え

① 県は、交通安全県民運動、小学生、中学生、高校生等に対する安全教育の機会を通じて、

ブレーキ、前照灯、タイヤ等の点検整備の重要性について啓発を行います。 

② 県は、中学生、高校生、大学生等の若年層に対して、自転車事故の加害者となった場合

の刑事訴追、損害賠償責任といった具体的なリスクを周知することで、自転車保険への加

入を徹底するとともに、点検整備の重要性についても啓発を行います。 

③ 県は、ホームページ、インターネット広告等、様々な媒体を通じて、自転車保険への加

入義務化を周知することにより、自転車保険への加入の徹底を図ります。 

■図表 76 啓発リーフレット（アトノマツリ）

■図表 78 街頭での啓発

■図表 77 啓発チラシ
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守りましょう！
自転車安全利用五則

①自転車は、車道が原則、
歩道は例外 ②車道は左側を通行 ③歩道は歩行者優先で、

車道寄りを徐行

④安全ルールを守る ⑤子どもはヘルメットを
着用

道路交通法上、自転車は軽車両と位道路交通法上、自転車は軽車両と位
置付けられています。歩道と車道の置付けられています。歩道と車道の置付けられています。歩道と車道の
区別があるところは車道通行が原則区別があるところは車道通行が原則区別があるところは車道通行が原則
です。

対向車等と衝突する危険性が高まりま対向車等と衝突する危険性が高まりま
す。自転車は、車道の左側（車両通行す。自転車は、車道の左側（車両通行す。自転車は、車道の左側（車両通行
帯のない道路では左側端）を通行しな帯のない道路では左側端）を通行しな帯のない道路では左側端）を通行しな
ければなりません。

上記の標識上記の標識※上記の標識※などにより歩道通行が認上記の標識上記の標識上記の標識 などにより歩道通行が認などにより歩道通行が認などにより歩道通行が認
められる場合でも、車道寄りを徐行し、められる場合でも、車道寄りを徐行し、められる場合でも、車道寄りを徐行し、められる場合でも、車道寄りを徐行し、められる場合でも、車道寄りを徐行し、
歩行者の通行を妨げることとなるとき歩行者の通行を妨げることとなるとき歩行者の通行を妨げることとなるとき
は一時停止しなければなりません。

※ 普通自転車の歩道通行可標識

児童や幼児の保護責任者児童や幼児の保護責任者児童や幼児の保護責任者
は、児童・幼児に乗車用は、児童・幼児に乗車用は、児童・幼児に乗車用は、児童・幼児に乗車用は、児童・幼児に乗車用
ヘルメットを着用させまヘルメットを着用させまヘルメットを着用させまヘルメットを着用させまヘルメットを着用させま
しょう！しょう！しょう！しょう！しょう！
また、重大事故から身をまた、重大事故から身をまた、重大事故から身をまた、重大事故から身をまた、重大事故から身を
守るため、大人の方（特守るため、大人の方（特守るため、大人の方（特守るため、大人の方（特守るため、大人の方（特
に高齢の方
守るため、大人の方（特守るため、大人の方（特守るため、大人の方（特守るため、大人の方（特
に高齢の方に高齢の方）も着用
守るため、大人の方（特守るため、大人の方（特守るため、大人の方（特守るため、大人の方（特

）も着用）も着用しまに高齢の方に高齢の方に高齢の方に高齢の方に高齢の方に高齢の方
しょう！

車道車道車道車道

次の運転も危険です。絶対にやめましょう！次の運転も危険です。絶対にやめましょう！次の運転も危険です。絶対にやめましょう！次の運転も危険です。絶対にやめましょう！

横断歩道上の歩行者妨害「ながら」運転

次の運転も危険です。絶対にやめましょう！次の運転も危険です。絶対にやめましょう！

こちらも忘れなく！

※ 県条例で自転車保険への
加入が義務化
（令和２年１０月～）

※ １６歳以上の者が幼児用座席に
１人乗車させる場合などを除く

※ 標識により並進可の場合を除く



資料：福岡県 資料：福岡県警察本部 

④ 県は、自転車販売店に対し、自転車保険への加入に関する情報を、自転車の販売、修理

等の機会を通じて、提供していただくよう協力を求めていきます。 

（２）交通指導取締り

① 県は、自転車の通行量や事故が多い自転車指導啓発重点地区・路線については、自転車

の安全運転に関する交通指導取締りを重点的に行います。 

② 県は、毎月８のつく日を「自転車一斉街頭指導日」と指定し、自転車通行量が多い場所

での啓発活動に取り組むととともに、その中から１日を「県下一斉自転車指導取締り日」

に指定し、効果的な交通指導取締りを推進します。 

③ 県は、悪質・危険な違反に重点を置いた自転車運転者に対する交通指導取締りを推進し

ます。 

１１ 災害時の自転車活用 

災害時における自転車の活用を推進することにより、危機管理体制を強化し、地域の安全安心の

向上を図ります。 

① 県は、災害時の渋滞や停電等による交通リスクを考慮し、災害対応における職員等の移

動手段として自転車の活用を検討するとともに、住民に対して、災害時の帰宅困難対策等

として自転車利用の有効性について啓発します。 

■図表 79 自転車保険加入の啓発 ■図表 80 自転車運転者に対する交通指導取締り
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